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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第１四半期
連結会計期間

会計期間
自 2024年２月１日
至 2024年４月30日

売上高 (千円) 946,442

経常損失(△) (千円) △88,873

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(千円) △83,831

四半期包括利益 (千円) 5,049

純資産額 (千円) 5,061,034

総資産額 (千円) 7,152,077

１株当たり四半期純損失(△) (円) △1,026.76

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

(円) －

自己資本比率 (％) 63.40

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、当第１四半期連結会計期間において、Aloft Technologies.Inc.の株式を

追加取得したため、持分法適用関連会社としております。



3

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

① 財政状態及び経営成績の状況

ａ．財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間における流動資産は、5,006,725千円となり、前連結会計年度に比べ1,142,106千円

減少しました。主な変動要因は、現金及び預金1,410,530千円の減少、売掛金及び契約資産116,170千円の増加に

よるものです。固定資産は2,145,351千円となり、前連結会計年度末に比べ1,161,337千円増加しました。主な変

動要因は、投資有価証券989,124千円の増加によるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間における負債は、2,091,042千円となり、前連結会計年度末に比べ3,213千円増加し

ました。主な変動要因は、未払費用16,277千円の増加、未払法人税等15,975千円の減少などによるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間における純資産は、5,061,034千円となり、前連結会計年度末に比べ16,018千円増加

しました。主な変動要因は、四半期純損失91,289千円の計上、為替換算調整勘定98,731千円の増加等によるもの

です。

ｂ．経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、持ち直しているものの、その先行きについては、欧米におけ

る高い金利水準の継続による影響や中国経済の先行き不安による景気の下振れリスクには引き続き留意する必要

があります。日本経済については、個人消費の持ち直しに足踏みがみられるものの、景気の緩やかな回復が続く

ことが期待されています。

当第１四半期連結会計期間においても当社グループとして積極的な投資を継続することによって新規既存事業

共に着実に拡大させ、当第１四半期連結会計期間における売上高は946,442千円となりました。

一方で、継続的な人財投資に伴う人件費の増加により、営業損失は△92,439千円となっております。また、為

替差益の計上による営業外収益の増加と持分法適用によるAloftののれん相当額償却による営業外費用の増加等の

影響により、税金等調整前四半期純損失は△85,196千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は△83,831千円と

なりました。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 9,600,000

Ａ種優先株式 100,000

Ｂ種優先株式 100,000

Ｃ１種優先株式 100,000

Ｃ２種優先株式 100,000

計 10,000,000
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② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2024年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年10月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 61,980 8,164,700 非上場
単元株式数は100株であり
ます。
（注）１、２、３

Ａ種優先株式 4,276 ― 非上場
単元株式数は１株であり
ます。
（注）２、４

Ｂ種優先株式 9,497 ― 非上場
単元株式数は１株であり
ます。
（注）２、４

Ｃ１種優先株式 4,840 ― 非上場
単元株式数は１株であり
ます。
（注）２、４

Ｃ２種優先株式 1,054 ― 非上場
単元株式数は１株であり
ます。
（注）２、４

計 81,647 8,164,700 ― ―

（注）１．2024年７月５日開催の臨時株主総会の決議により、2024年７月25日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、

発行可能株式総数は32,274,000株増加し、32,600,000株となっております。

２．2024年７月５日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でＡ種優先株式、Ｂ種優

先株式、Ｃ１種優先株式、Ｃ２種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行済株式

総数を81,647株としております。

３．2024年７月５日開催の臨時株主総会の決議により、2024年７月25日付で１単元を100株とする単元株制度を採

用しております。

４．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ１種優先株式及びＣ２種優先株式の内容は次の通りであります。

（１）剰余金の配当

① 当会社は、剰余金の配当（中間配当を含むものとし、以下「配当」という。）を行う場合は、当該配当に

係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ１種優先株式を有する株主（以下「Ｃ１種優先株主」とい

う。）又はＣ１種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ１種優先登録株式質権者」という。）及びＣ２種優先株

式を有する株主（以下「Ｃ２種優先株主」という。）又はＣ２種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ２種優先

登録株式質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主

（以下「Ｂ種優先株主」という。）及びＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」とい

う。）、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）及びＡ種優先株式の登録株式質権者（以

下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）並びに普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通

株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｃ１種優先株式1株につき、第13条の

３に定めるＣ１種優先分配額（但し、第13条の３第6項に基づきＣ１種優先分配額が調整された場合には、当該調

整後の金額を意味する。）に1%を乗じて得られる額（以下「Ｃ１種優先配当金」という。）を、Ｃ２種優先株式1

株につき、第13条の３に定めるＣ２種優先分配額（但し、第13条の３第6項に基づきＣ２種優先分配額が調整され

た場合には、当該調整後の金額を意味する。）に1%を乗じて得られる額（以下「Ｃ２種優先配当金」という。）

を、それぞれ同順位で配当をする。但し、既に当該事業年度に属する日を基準日としてＣ１種優先株主若しくは

Ｃ１種優先登録株式質権者又はＣ２種優先株主若しくはＣ２種優先登録株式質権者に対して剰余金の配当を行っ

たときは、かかる配当額を控除した額とする。なお、配当額が、(i)発行済Ｃ１種優先株式にＣ１種優先配当金を

乗じた額及び(ii)発行済Ｃ２種優先株式にＣ２種優先配当金を乗じた額の合計に満たない場合には、当該配当額

を(i)及び(ii)の額で比例按分した上で、Ｃ１種優先株式1株につき、Ｃ１種優先株式に按分された額を発行済Ｃ

１種優先株式の総数で除した額を支払い、Ｃ２種優先株式１株につき、Ｃ２種優先株式に按分された額を発行済

Ｃ２種優先株式の総数で除した額を支払う（配当すべき金額につき1円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てる。）。

② 前項による配当の後、なお配当を行う場合には、当会社は、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に

対し、Ｃ１種優先株主及びＣ１種優先登録株式質権者、Ｃ２種優先株主及びＣ２種優先登録株式質権者、Ａ種優
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先株主及びＡ種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式1株につき、

第13条の３に定めるＢ種優先分配額（但し、第13条の３第6項に基づきＢ種優先分配額が調整された場合には、当

該調整後の金額を意味する。）に1%を乗じて得られる額（以下「Ｂ種優先配当金」という。）の配当をする。但

し、既に当該事業年度に属する日を基準日としてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して剰余金の配

当を行ったときは、かかる配当額を控除した額とする。

③ 前項による配当の後、なお配当を行う場合には、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対し、Ｃ１種優先株主及びＣ１種優先登録株式質権者、Ｃ２種優先株主及びＣ２種優先登録株式質権者、Ｂ種優

先株主及びＢ種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、

第13条の３に定めるＡ種優先分配額（但し、第13条の３第5項に基づきＡ種優先分配額が調整された場合には、当

該調整後の金額を意味する。）に1%を乗じて得られる額（以下「Ａ種優先配当金」という。）の配当をする。但

し、既に当該事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して剰余金の配

当を行ったときは、かかる配当額を控除した額とする。

④ ある事業年度において、Ｃ１種優先株主若しくはＣ１種優先登録株式質権者に対してした配当の金額がＣ

１種優先配当金の額に達しない場合、Ｃ２種優先株主若しくはＣ２種優先登録株式質権者に対してした配当の金

額がＣ２種優先配当金の額に達しない場合、Ｂ種優先株主若しくはＢ種優先登録株式質権者に対してした配当の

金額がＢ種優先配当金の額に達しない場合又はＡ種優先株主若しくはＡ種優先登録株式質権者に対してした配当

の金額がＡ種優先配当金の額に達しない場合、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

⑤ 当会社がＣ１種優先配当金、Ｃ２種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＡ種優先配当金を配当した後、同一

の事業年度に属する日を基準日として普通株主又は普通登録株式質権者に対して配当を行うときは、普通株主及

び普通登録株式質権者と同順位にて、Ｃ１種優先株主又はＣ１種優先登録株式質権者に対し、Ｃ１種優先株式1株

につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき行う剰余金の配当に、第13条の５に定める

Ｃ１種取得比率を乗じた額と同額の配当を、Ｃ２種優先株主又はＣ２種優先登録株式質権者に対し、Ｃ２種優先

株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき行う剰余金の配当に、第13条の５

に定めるＣ２種取得比率を乗じた額と同額の配当を、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、Ｂ種優

先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき行う剰余金の配当に、第13条の

５に定めるＢ種取得比率を乗じた額と同額の配当を、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、Ａ種優

先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき行う剰余金の配当に、第13条の

５に定めるＡ種取得比率を乗じた額と同額の配当をする。

⑥ 上記第１項、第２項、第３項及び第５項における調整額の算定上発生した１円未満の端数は、これを切り

捨てるものとする。

（２）残余財産の分配

①当会社は、残余財産を分配する場合は、Ｃ１種優先株主又はＣ１種優先登録株式質権者及びＣ２種優先株主

又はＣ２種優先登録株式質権者に対し、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者、Ａ種優先株主及びＡ種優先

登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ１種優先株式1株につき、金382,229円（以

下「Ｃ１種優先分配額」という。）を、Ｃ２種優先株式1株につき、金428,922円（以下「Ｃ２種優先分配額」と

いう。）を、それぞれ同順位で支払う。但し、残余財産の額が、①発行済Ｃ１種優先株式にＣ１種優先分配額を

乗じた額、及び②発行済Ｃ２種優先株式にＣ２種優先分配額を乗じた額の合計に満たない場合には、当該残余財

産を①及び②の額で比例按分した上で、Ｃ１種優先株式1株につき、Ｃ１種優先株式に按分された額を発行済Ｃ１

種優先株式の総数で除した額を支払い、Ｃ２種優先株式1株につき、Ｃ２種優先株式に按分された額を発行済Ｃ２

種優先株式の総数で除した額を支払う(分配すべき金額につき1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

る。)。

② 前項による残余財産の分配の後、なお残余財産がある場合には、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権

者に対し、Ｃ１種優先株主及びＣ１種優先登録株式質権者、Ｃ２種優先株主及びＣ２種優先登録株式質権者、Ａ

種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式1株につ

き、金284,536円（以下「Ｂ種優先分配額」という。）を支払う。

③ 前項による残余財産の分配の後、なお残余財産がある場合には、当会社は、残余財産を分配する場合は、
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Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、Ｃ１種優先株主及びＣ１種優先登録株式質権者、Ｃ２種優先

株主及びＣ２種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主及びＢ種優先登録株式質権者並びに普通株主及び普通登録株

式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、金229,078円（以下「Ａ種優先分配額」という。）を支払う。

④ 前項による残余財産の分配の後、なお残余財産がある場合には、当会社は、Ｃ１種優先株主又はＣ１種優

先登録株式質権者、Ｃ２種優先株主又はＣ２種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者

及びＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて分配を行

う。この場合、当会社は、Ｃ１種優先株主又はＣ１種優先登録株式質権者、Ｃ２種優先株主又はＣ２種優先登録

株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者及びＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して

は、前三項の分配額に加え、Ｃ１種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株

につき分配する残余財産に、第13条の５に定めるＣ１種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配し、Ｃ２種

優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき分配する残余財産に、第13条

の５に定めるＣ２種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配し、Ｂ種優先株式1株につき、普通株主又は普通

登録株式質権者に対して普通株式1株につき分配する残余財産に、第13条の５に定めるＢ種取得比率を乗じた額と

同額の残余財産を分配し、Ａ種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につ

き分配する残余財産に、第13条の５に定めるＡ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。

⑤ 「Ａ種優先分配額」は、以下の各号の定めに従い調整される。

Ａ種優先株式の分割、併合又は株式無償割当てが行われたときは、Ａ種優先分配額は、以下のとおり調整され

る。なお、以下の算式の「分割・併合・株式無償割当ての比率」とは、株式分割、株式併合又は株式無償割当て

後の発行済株式の総数を株式分割、株式併合又は株式無償割当て前の発行済株式の総数で除した数を意味するも

のとし、以下同じとする。

調整後分配額＝当該調整前の分配額×1/(分割・併合・株式無償割当ての比率)

Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを除く。）を行ったときは、

Ａ種優先分配額は、以下のとおり調整される。なお、以下の算式の「既発行Ａ種優先株式数」からは、当該発行

又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を

処分する場合は、以下の算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ａ種優先株式）の数」と読み

替えるものとする。

調整後分配額＝(既発行Ａ種優先株式数@×@当該調整前分配額@+@新発行Ａ種優先株式数@×@１株当たり払込金

額)/(既発行Ａ種優先株式数+新発行Ａ種優先株式数)

上記(1)及び(2)の調整の結果発生した調整後分配額の1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

⑥ 前項の規定は、Ｃ１種優先分配額、Ｃ２種優先分配額、Ｂ種優先分配額の調整に準用するものとし、この

場合「Ａ種」とあるのは、それぞれ「Ｃ１種」、「Ｃ２種」又は「Ｂ種」と読み替えて適用する。

（３）金銭と引換えにする取得請求権

①Ａ種優先株主は、当会社が、会社分割又は事業譲渡により、当会社の資産又は事業の全部又は重要な一部を

第三者に移転させた場合、これらの効力発生日から3か月以内に限り、保有するＡ種優先株式の全部又は一部を取

得し、その取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付することを当会社に請求することができる。なお、本条

において「当会社の資産又は事業の全部又は重要な一部を第三者に移転」とは、当該移転した資産又は事業の帳

簿価額が当会社の総資産額の2分の1以上に相当する部分を移転する場合を意味する。

② 前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、本条による

Ａ種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭は、①Ａ種優先分配額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分

割、併合、株式無償割当て又はこれらに類する事由があったときは、第13条の３第5項に基づき調整された金額）

又は②会社分割若しくは事業譲渡により当会社の資産若しくは事業の全部若しくは重要な一部を第三者に移転さ

せた対価として交付された金額を残余財産とみなしたときに、第13条の３に従ってＡ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者に対しＡ種優先株式1株につき分配される残余財産の額のいずれか高い額とする。

③ 前二項の規定は、Ｃ１種優先株主、Ｃ２種優先株主、Ｂ種優先株主による金銭と引換にする取得請求権に

準用するものとし、この場合「Ａ種」とあるのは、それぞれ「Ｃ１種」、「Ｃ２種」又は「Ｂ種」と読み替えて、

「第5項」とあるのは「第6項」と読み替えて、これを適用する。

（４）普通株式と引換えにする取得請求権

①Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、
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当会社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利

（以下「Ａ種優先株式取得請求権」という。）を有する。その条件は、以下の各号のとおりとする。

Ａ種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「Ａ種取得比率」という。）は、

以下のとおりとする。かかるＡ種優先株式取得請求権の行使により各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式

の数につき１株未満の端数が発生した場合は、これを切り捨て、金銭による調整を行う。

Ａ種取得比率＝Ａ種優先株式の基準価額/Ａ種優先株式の取得価額

前号のＡ種優先株式の基準価額（以下「Ａ種基準価額」という。）及び取得価額（以下「Ａ種取得価額」とい

う。）は、当初金229,078円とし、次条の規定による調整がなされた場合には、当該調整後の価額とする。

② 前項の規定は、Ｃ１種優先株主、Ｃ２種優先株主、Ｂ種優先株主による普通株式と引換にする取得請求権

に準用するものとし、この場合「Ａ種」とあるのは、それぞれ「Ｃ１種」、「Ｃ２種」又は「Ｂ種」と読み替え

て適用する。また、前項第2号の、「Ａ種優先株式の基準価額（以下「Ａ種基準価額」という。）及び取得価額

（以下「Ａ種取得価額」という。）は、当初金229,078円とし」は、それぞれ「Ｃ１種優先株式の基準価額（以下

「Ｃ１種基準価額」という。）及び取得価額（以下「Ｃ１種取得価額」という。）は、当初金382,229円とし」、

「Ｃ２種優先株式の基準価額（以下「Ｃ２種基準価額」という。）及び取得価額（以下「Ｃ２種取得価額」とい

う。）は、当初金428,922円とし」、「Ｂ種優先株式の基準価額（以下「Ｂ種基準価額」という。）及び取得価額

（以下「Ｂ種取得価額」という。）は、当初金284,536円とし」と読み替えて適用する。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

該当事項はありません。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

―
― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式 61,980
Ａ種優先株式 4,276
Ｂ種優先株式 9,497

Ｃ１種優先株式 4,840
Ｃ２種優先株式 1,054

81,647
「1株式等の状況 （1）株
式の総数等 ②発行済株

式」をご参照

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 81,647 ― ―

総株主の議決権 ― 81,647 ―

（注）2024年６月14日開催の取締役会において、定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において

承認可決されました。これにより、Ａ種優先株式4,276株、Ｂ種優先株式9,497株、Ｃ１種優先株式4,840株及びＣ

２種優先株式1,054株を廃止するとともに、各種類株式については全て普通株式に変更しております。また2024年

７月５日開催の取締役会において、当社株式の分割について付議することを決議し、同株主総会において承認可

決されました。これにより、発行済株式総数は8,083,053株増加し、8,164,700株といたしました。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期連結会計期間(2024年２月１日から2024年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間
(2024年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,598,135

売掛金及び契約資産 770,923

商品及び製品 169,165

仕掛品 21,409

原材料及び貯蔵品 130,124

その他 356,311

貸倒引当金 △39,345

流動資産合計 5,006,725

固定資産

有形固定資産 571,061

無形固定資産 377,996

投資その他の資産 1,196,293

固定資産合計 2,145,351

資産合計 7,152,077
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間
(2024年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金及び契約負債 144,152

１年内返済長期借入金 11,424

未払法人税等 5,998

有給休暇引当金 64,228

その他 764,799

流動負債合計 990,603

固定負債

長期借入金 952,318

その他 148,120

固定負債合計 1,100,439

負債合計 2,091,042

純資産の部

株主資本

資本金 99,999

資本剰余金 5,731,123

利益剰余金 △1,436,747

株主資本合計 4,394,375

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 13,000

為替換算調整勘定 126,832

退職給付に係る調整累計額 △12

その他の包括利益累計額合計 139,820

新株予約権 8,965

非支配株主持分 517,873

純資産合計 5,061,034

負債純資産合計 7,152,077
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)

売上高 946,442

売上原価 441,379

売上総利益 505,063

販売費及び一般管理費 ※ 597,502

営業損失（△） △92,439

営業外収益

受取利息 9,477

為替差益 26,862

その他 29,376

営業外収益合計 65,716

営業外費用

支払利息 4,680

持分法による投資損失 49,640

その他 7,829

営業外費用合計 62,150

経常損失（△） △88,873

特別利益

固定資産売却益 4,096

特別利益合計 4,096

特別損失

固定資産除却損 419

特別損失合計 419

税金等調整前四半期純損失（△） △85,196

法人税、住民税及び事業税 6,093

法人税等調整額 －

法人税等合計 6,093

四半期純損失（△） △91,289

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7,458

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △83,831
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)

四半期純損失（△） △91,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 919

為替換算調整勘定 44,966

退職給付に係る調整額 978

持分法適用会社に対する持分相当額 49,474

その他の包括利益合計 96,339

四半期包括利益 5,049

(内訳)

親会社株主に係る四半期包括損失（△） △9,213

非支配株主に係る四半期包括利益 14,263
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結会計期間
(自 2024年２月１日 至 2024年４月30日)

持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間においてAloft Technologies.Inc.の株式を取得したため、当第１四半期連結会計期間

よりAloft Technologies.Inc. を持分法適用の範囲に含めております。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。



17

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

該当事項はありません。
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(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)

給料手当 171,621千円

退職給付費用 1,166 〃

有給休暇引当金繰入額 1,852 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)

減価償却費 61,566千円
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(株主資本等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 2024年２月１日 至 2024年４月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
第１四半期

連結損益計算書
計上額（注）

ドローン
ソリューション

事業
UTM事業 計

売上高 －

外部顧客への売上高 762,450 183,991 946,442 － 946,442

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 762,450 183,991 946,442 － 946,442

セグメント損失（△） △77,132 △15,306 △92,439 － △92,439

（注）セグメント損失は、第１四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間(自 2024年２月１日 至 2024年４月30日)

(単位：千円)

ドローンソリューション
事業

UTM事業 計

製品の販売 284,078 － 284,078

サービスの提供 478,372 183,991 662,363

顧客との契約から生じる収益 762,450 183,991 946,442

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 762,450 183,991 946,442
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)

１株当たり四半期純損失 △1,026円76銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) △83,831

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失
(千円)

△83,831

普通株式の期中平均株式数(株) 81,647

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計
年度末から重要な変動があったものの概要

－

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。



27

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。






